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久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例（平成２年久喜宮代衛生組合条例第４号）の一部改正に伴う新旧対照表１ 

（公布日施行） 

一部を改正する条例（案） 現行条例（旧） 

（通勤手当） 

第１３条 ［略］ 

(1)～(3) ［略］ 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

(1) ［略］ 

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、

支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短

時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮し

て衛生組合規則で定める職員にあっては、その額から、その額

に衛生組合規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額) 

ア・イ ［略］ 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル

未満である職員 ７，３００円 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル

未満である職員 １０，４００円 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル 

未満である職員 １３，５００円 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル

未満である職員 １６，６００円 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル 

（通勤手当） 

第１３条 ［略］ 

(1)～(3) ［略］ 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

(1) ［略］ 

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、

支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短

時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮し

て衛生組合規則で定める職員にあっては、その額から、その額

に衛生組合規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額) 

ア・イ ［略］ 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル

未満である職員 ７，１００円 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル

未満である職員 １０，０００円 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル

未満である職員 １２，９００円 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル

未満である職員 １５，８００円 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル 
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未満である職員 １９，７００円 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル

未満である職員 ２２，８００円 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル

未満である職員 ２５，９００円 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル

未満である職員 ２９，１００円 

サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル

未満である職員 ３２，３００円 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル

未満である職員 ３５，５００円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上である職員 ３８， 

７００円 

(3) ［略］ 

３～６ ［略］ 

 

（期末手当） 

第２３条 ［略］ 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２７．５を乗

じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間における当該職員の

在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合

を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) ［略］ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分

の７２．５」とする。 

４～６ ［略］ 

未満である職員 １８，７００円 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル

未満である職員 ２１，６００円 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル

未満である職員 ２４，４００円 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル

未満である職員 ２６，２００円 

サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル

未満である職員 ２８，０００円 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル

未満である職員 ２９，８００円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上である職員 ３１， 

６００円 

(3) ［略］ 

３～６ ［略］ 

 

（期末手当） 

第２３条 ［略］ 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２５  を乗

じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間における当該職員の

在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合

を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) ［略］ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の１２５  」とあるのは「１００分

の７０  」とする。 

４～６ ［略］ 
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（勤勉手当） 

第２４条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 前項の規定により職員に支給する勤勉手当の額の、次の各号に

掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を

超えてはならない。 

(1) 第１項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日

現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死

亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養

手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算

した額に１００分の１０７．５を乗じて得た額の総額 

(2) 第１項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定

年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５

２．５を乗じて得た額の総額 

４～６ ［略］ 

 

別表 ［略］ 

（勤勉手当） 

第２４条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 前項の規定により職員に支給する勤勉手当の額の、次の各号に

掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を

超えてはならない。 

(1) 第１項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日

現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死

亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養

手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算

した額に１００分の１０５  を乗じて得た額の総額 

(2) 第１項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定

年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５

０  を乗じて得た額の総額 

４～６ ［略］ 

 

別表 ［略］ 
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久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例（平成２年久喜宮代衛生組合条例第４号）の一部改正に伴う新旧対照表２ 

（令和８年４月１日施行） 

一部を改正する条例（案） 現行条例（旧） 

（通勤手当） 

第１３条 ［略］ 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

(1) ［略］ 

(2) 前項第２号に掲げる職員              支

給単位期間につき、３８，７００円を超えない範囲内で自動車

等の使用距離の区分に応じて衛生組合規則で定める額（定年前

再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数

を考慮して衛生組合規則で定める職員にあっては、その額か

ら、その額に衛生組合規則で定める割合を乗じて得た額を減じ

た額） 

 

（通勤手当） 

第１３条 ［略］ 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

(1) ［略］ 

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支

給単位期間につき、それぞれ次に              

                    定める額（定年前

再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数

を考慮して衛生組合規則で定める職員にあっては、その額か

ら、その額に衛生組合規則で定める割合を乗じて得た額を減じ

た額） 

ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」と

いう。)が片道５キロメートル未満である職員 2,000円 

イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未

満である職員 ４，２００円 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル

未満である職員 ７，３００円 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル

未満である職員 １０，４００円 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル 
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(3) ［略］ 

３ 第１項第２号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設

（その所在地及び利用形態が衛生組合規則で定める要件を満た

すものに限る。第１号及び第６項において「駐車場等」という。）

を利用し、その料金を負担することを常例とするもの（衛生組合

規則で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前項の規定にか

かわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

未満である職員 １３，５００円 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル

未満である職員 １６，６００円 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル

未満である職員 １９，７００円 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル

未満である職員 ２２，８００円 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル

未満である職員 ２５，９００円 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル

未満である職員 ２９，１００円 

サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル

未満である職員 ２８，０００円 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル

未満である職員 ３５，５００円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上である職員 ３８，

７００円 

(3) ［略］ 
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(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００

円を超えない範囲内かつ１箇月当たりの駐車場等の料金に相

当する額の範囲内で衛生組合規則で定める額 

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による 

 額 

４ 通勤手当は、支給単位期間(衛生組合規則で定める通勤手当に

あっては、衛生組合規則で定める期間)に係る最初の月（当該月

に通勤手当を支給することが困難な場合として衛生組合規則で

定める場合にあっては、その翌月）の衛生組合規則で定める日に

支給する。 

５ ［略］ 

６ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位

となる期間として６箇月を超えない範囲内で１箇月を単位とし

て衛生組合規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤

手当にあっては、1箇月)をいう。 

７ ［略］ 

 

（期末手当） 

第２３条 ［略］ 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２６．２５を

乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間における当該職員

の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) ［略］ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用につ 

 

 

 

 

 

３ 通勤手当は、支給単位期間(衛生組合規則で定める通勤手当に

あっては、衛生組合規則で定める期間)に係る最初の月     

                             

               の衛生組合規則で定める日に

支給する。 

４ ［略］ 

５ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位

となる期間として６箇月を超えない範囲内で１箇月を単位とし

て衛生組合規則で定める期間(自動車等      に係る通勤

手当にあっては、1箇月)をいう。 

６ ［略］ 

 

（期末手当） 

第２３条 ［略］ 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２７．５ を

乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間における当該職員

の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) ［略］ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用につ 
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いては、同項中「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００

分の７１．２５」とする。 

４～６ ［略］ 

 

（勤勉手当） 

第２４条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 前項の規定により職員に支給する勤勉手当の額の、次の各号に

掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を

超えてはならない。 

(1) 第１項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日

現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死

亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養

手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算

した額に１００分の１０６．２５を乗じて得た額の総額 

(2) 第１項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定

年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５

１．２５を乗じて得た額の総額 

４～６ ［略］ 

 

   附則 

 

 

 

いては、同項中「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分

の７２．５」とする。 

４～６ ［略］ 

 

（勤勉手当） 

第２４条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 前項の規定により職員に支給する勤勉手当の額の、次の各号に

掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を

超えてはならない。 

(1) 第１項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日

現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死

亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養

手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算

した額に１００分の１０７．５ を乗じて得た額の総額 

(2) 第１項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定

年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５

２．５を乗じて得た額の総額 

４～６ ［略］ 

 

   附則 

２ 第１３条第１項第２号に掲げる職員のうち、原動機付の交通用

具を使用する職員で、その使用距離が片道４キロメートル以上１

０キロメートル未満のものの通勤手当の月額は、当分の間、同条 
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２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ 継続採用職員の扶養親族で、基準日前において、第９条第１項 

 に相当する解散前の組合条例の規定により扶養親族の届出を

し、その者の扶養親族として認定がなされていた者については、

同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされ

たものとみなす。 

 

第２項第２号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分

に応じて、当該各号に掲げる額とする。 

(1) 原動機付の交通用具の使用距離（以下この項において「使用

距離」という。）が片道４キロメートル以上６キロメートル未

満である職員 ４，５００円 

(2) 使用距離が片道６キロメートル以上８キロメートル未満で

ある職員 ４，９００円 

(3) 使用距離が片道８キロメートル以上１０キロメートル未満

である職員 ５，３００円 

３ 第１３条第１項第３号に掲げる職員のうち、原動機付の交通用

具を使用する職員で、その使用距離が片道４キロメートル以上１

０キロメートル未満のものに対する同条第２項第３号の規定の

適用については、同号中「前号」とあるのは、「附則第２項」と

読み替えるものとする。 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

９ 継続採用職員の扶養親族で、基準日前において、第１０条第１

項に相当する解散前の組合条例の規定により扶養親族の届出を

し、その者の扶養親族として認定がなされていた者については、

同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされ

たものとみなす。 
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（６０歳に達した日後における給料月額に係る経過措置） 

８ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後

における最初の４月１日(附則第１０項において「特定日」とい

う。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第

４条第２項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条

第３項、第４項、第７項及び第８項の規定により当該職員の受け

る号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額(当該額に、

５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１

００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げる

ものとする。)とする。 

９ ［略］ 

10 地方公務員法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任

等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日（以

下この項及び附則第１２項において「異動日」という。）の前日

から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に

附則第８項 の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この

項において「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該

職員が受けていた給料月額に１００分の７０を乗じて得た額（当

該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０

円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切

り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」とい

う。）に達しないこととなる職員（衛生組合規則で定める職員を

除く。）には、当分の間、特定日以後、附則第１０項の規定によ

り当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料

月額との差額に相当する額を給料として支給する。 

（６０歳に達した日後における給料月額に係る経過措置） 

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後

における最初の４月１日(附則第１２項において「特定日」とい

う。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第

４条第２項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条

第３項、第４項、第７項及び第８項の規定により当該職員の受け

る号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額(当該額に、

５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１

００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げる

ものとする。)とする。 

11 ［略］ 

12 地方公務員法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任

等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日（以

下この項及び附則第１４項において「異動日」という。）の前日

から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に

附則第１０項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この

項において「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該

職員が受けていた給料月額に１００分の７０を乗じて得た額（当

該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０

円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切

り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」とい

う。）に達しないこととなる職員（衛生組合規則で定める職員を

除く。）には、当分の間、特定日以後、附則第１０項の規定によ

り当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料

月額との差額に相当する額を給料として支給する。 
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11 ［略］ 

12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第

８項 の規定の適用を受ける職員に限り、附則第１０項に規定す

る職員を除く。）であって、同項の規定による給料を支給される

職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当

該職員の受ける給料月額のほか、衛生組合規則で定めるところに

より、前２項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

13 附則第１０項又は前項の規定による給料を支給される職員以

外の附則第８項 の規定の適用を受ける職員であって、任用の事

情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要がある

と認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額の

ほか、衛生組合規則で定めるところにより、前３項の規定に準じ

て算出した額を給料として支給する。 

14 附則第１０項又は前２項の規定による給料を支給される職員

に対する第１１条第２項及び第２３条第５項(第２４条第５項に

おいて準用する場合を含む。)     の規定の適用について

は、第１１条第２項中 「給料、」とあるのは「給料の月額と附

則第１０項、第１２項又は第１３項の規定による給料の額との合

計並びに」と、第２３条第５項中 「給料の月額」とあるのは、

「給料月額と附則第１０項、第１２項又は第１３項の規定による

給料の額との合計額」とする。 

15 附則第８項から前項までに 定めるもののほか、附則第８項の

規定 による給料月額、附則第１０項の規定による給料その他の

附則第８項から前項までの 規定の施行に関し必要な事項は、衛

生組合規則で定める。 

13 ［略］ 

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第

１０項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第１２項に規定す

る職員を除く。）であって、同項の規定による給料を支給される

職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当

該職員の受ける給料月額のほか、衛生組合規則で定めるところに

より、前２項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

15 附則第１２項又は前項の規定による給料を支給される職員以

外の附則第１０項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事

情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要がある

と認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額の

ほか、衛生組合規則で定めるところにより、前３項の規定に準じ

て算出した額を給料として支給する。 

16 附則第１２項又は前２項の規定による給料を支給される職員

に対する第９条の２第２項及び第１７条の４第５項(第１７条の

７第４項において準用する場合を含む。)の規定の適用について

は、第９条の２第２項中「給料、」とあるのは「給料の月額と附

則第１２項、第１４項又は第１５項の規定による給料の額との合

計並びに」と、第１７条の４第５項中「給料の月額」とあるのは、

「給料月額と附則第１２項、第１４項又は第１５項の規定による

給料の額との合計額」とする。 

17 附則第１０項から前項までに定めるもののほか、附則第１０項

の規定による給料月額、附則第１２項の規定による給料その他の

附則第１０項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、衛

生組合規則で定める。 
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久喜宮代衛生組合一般職職員の任期付職員の採用等に関する条例（令和元年久喜宮代衛生組合条例第６号）の一部改正に伴う新旧対照表 

（公布日施行） 

一部を改正する条例（案） 現行条例（旧） 

 （特定任期付職員の給料表等） 

第７条 ［略］ 

 （特定任期付職員の給料表等） 

第７条 ［略］ 

 号給 給料月額（円）   号給 給料月額  

 １ ４０５，０００   １ ３９２，０００  

 ２ ４５５，０００   ２ ４４０，０００  

 ３ ５０８，０００   ３ ４９２，０００  

 ４ ５７４，０００   ４ ５５５，０００  

 ５ ６５５，０００   ５ ６３４，０００  

 

(特定任期付職員等についての給与条例の適用除外等) 

第９条 ［略］ 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２３条第３項の規定の適

用については、同項中「１００分の１２７．５」を「１００分の

９７．５」とする。 

３ 特定任期付職員に対する給与条例第２４条第３項の規定の適

用については、同項第 1号中「１００分の１０７．５」とあるの

は「１００分の９０  」とする。 

４・５ ［略］ 

 

(特定任期付職員等についての給与条例の適用除外等) 

第９条 ［略］ 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２３条第３項の規定の適

用については、同項中「１００分の１２２．５」を「１００分の

９５  」とする。 

３ 特定任期付職員に対する給与条例第２４条第３項の規定の適

用については、同項第 1号中「１００分の１０５  」とあるの

は「１００分の８７．５」とする。 

４・５ ［略］ 
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久喜宮代衛生組合一般職職員の任期付職員の採用等に関する条例（令和元年久喜宮代衛生組合条例第６号）の一部改正に伴う新旧対照表 

（令和８年４月１日施行） 

一部を改正する条例（案） 現行条例（旧） 

(特定任期付職員等についての給与条例の適用除外等) 

第９条 ［略］ 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２３条第３項の規定の適

用については、同項中「１００分の１２６．２５」を「１００分

の９６．２５」とする。 

３ 特定任期付職員に対する給与条例第２４条第３項の規定の適

用については、同項第 1号中「１００分の１０６．２５」とある

のは「１００分の８８．７５」とする。 

４・５ ［略］ 

(特定任期付職員等についての給与条例の適用除外等) 

第９条 ［略］ 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２３条第３項の規定の適

用については、同項中「１００分の１２７．５ 」を「１００分

の９７．５ 」とする。 

３ 特定任期付職員に対する給与条例第２４条第３項の規定の適

用については、同項第 1号中「１００分の１０７．５」とあるの

は「１００分の９０  」とする。 

４・５ ［略］ 
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久喜宮代衛生組合職員の分限に関する条例（平成１４年久喜宮代衛生組合条例第１３号）の一部改正に伴う新旧対照表 

（令和８年４月１日施行） 

一部を改正する条例（案） 現行条例（旧） 

附 則 

３ 当分の間、次の各号に掲げる措置については、法第２７条第２

項に規定する降給とみなす。 

(1) 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例(平成２年

久喜宮代衛生組合条例第４号)附則第１１項の措置 

(2) ［略］ 

附 則 

３ 当分の間、次の各号に掲げる措置については、法第２７条第２

項に規定する降給とみなす。 

(1) 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例(平成２年

久喜宮代衛生組合条例第４号)附則第１３項の措置 

(2) ［略］ 
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久喜宮代衛生組合一般職職員等の給与の臨時特例に関する条例（平成２５年久喜宮代衛生組合条例第３号）の一部改正に伴う新旧対照表 

（令和８年４月１日施行） 

一部を改正する条例（案） 現行条例（旧） 

(久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の臨時特例) 

第２条 特例期間においては、給与条例第３条第３項に規定する給

料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する給料月

額(給与条例附則第５項に規定する経過措置額を含む。)の支給に

当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される

次の表の左欄に掲げる職員の区分及び中欄に掲げる職務の級の

区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」

という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 

表 ［略］ 

(久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の臨時特例) 

第２条 特例期間においては、給与条例第３条第３項に規定する給

料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する給料月

額(給与条例附則第７項に規定する経過措置額を含む。)の支給に

当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される

次の表の左欄に掲げる職員の区分及び中欄に掲げる職務の級の

区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」

という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 

表 ［略］ 

 

 


